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学校の窓から
令和２年７月８日号

６月２７日（土）にＰＴＡ学年部・専門部の集会が開催され、
今年度のＰＴＡ活動が本格的に始まりました。新型コロナウイル
スの影響から、活動を大幅に変更しなければならないと同時に、

感染防止のために新たに加わった消毒・清掃作業を担当していた
だくことになりましたが、多くの保護者の皆様にご理解とご協力
をいただき、教職員一同心から感謝しております。
＜毎日の消毒作業＞
６月２２日（月）から、毎日３～１２名の保護者の皆様にご協

力いただき、階段の手すりや水道の蛇口などの共用部分を消毒し
ていただいています。丁寧でテキパキした仕事ぶりに感心してい
ます。水道周りの拭き掃除もしていただいているので、鏡のようにきれいです。次の日に手洗いをす
る子どもたちが気持ちよく使っています。毎日１６：１０に家庭科室に集合し、作業を分担して始め
ています。今後も長く続きますので、ご都合のつく日にご協力いただければと思います。
＜水泳学習の準備・見守り＞

６月２９日（月）から、水泳学習を行う学級ごとにご協力いただいています。授業開始前に来校し
ていただいて出入口のタオルしきや物品の準備等から始まり、活動中の見守り、終了後の片付けをし
ていただいているので、担任は子どもたちへの指導に専念できます。子どもたちも、お母さん方に応
援されてはりきって取り組んでいるので、例年よりも上達しそうな気がします。保護者ボランティア
の集約や調整をしていただいたＰＴＡ学級代表の皆様のおかげです。ありがとうございました。

＜トイレ・水道周り掃除＞
７月３日（金）から、該当の専門部で分担した保護者の皆様にご協力いただき、６カ所のトイレと

１２カ所の水道周りを掃除していただいています。毎日の掃除は教職員が分担して行っていますが、
限られた時間なので十分にできないでいました。週末に保護者の方々に念入りに掃除していただくこ
とで、子どもたちは安心して気持ちよく使用することができます。

６月２２日(月)に防犯教室を実施しました。県警生活安全課指導員とスク

ールサポーターにおいでいただき、不審者に遭遇した時の対処法を具体的に
教えていただきました。不審者対処法と言えば「いかのおすし」ですが、今
回は「きょうは」が加わりました。
「きょ」→「きょりをとる」
いつもは会わない人と近づく時は、相手の手が届かない距離を取る。危な
いと思ったら反対側に２０ｍダッシュすると不審者はあきらめる。

「う」→「うしろに気を付ける」
不審者は後ろから気付かれないように近づくことが多い。一人になった時
は、時々後ろを見て警戒していることが分かるようにする。

「は」→「はやめに帰る」
夕方は早めに家に帰って、鍵をしめる習慣を身に付ける。

あいさつは大声を出す練習
「いかのおすし」の「お」は「大声を出す」ですが、不審者に遭遇した時にとっさに大声を出すこ

とは難しく、普段からの練習が必要だそうです。それが「あいさつ」です。朝起きた時の家族へのあ
いさつ、登下校でいつも会う地域の方々へのあいさつを、躊躇なく大きな声ですることができれば、
とっさの時にも大きな声を出すことができるようになります。お子様のあいさつはいかがですか？

＜福島民友新聞より＞




